
●
公
共
交
通
の
現
状

　
町
内
の
バ
ス
や
電
車
な
ど
の

公
共
交
通
は
、
利
用
者
の
運
賃

収
入
だ
け
で
は
採
算
が
と
れ
ず
、

事
業
者
に
よ
る
運
行
が
困
難
な

状
況
で
す
。
こ
の
た
め
、
不
足

分
を
町
や
県
が
負
担
す
る
こ
と

で
何
と
か
維
持
し
て
い
ま
す
が
、

こ
の
ま
ま
利
用
者
が
減
少
す
れ

ば
、
現
在
の
運
行
を
維
持
す
る

こ
と
が
困
難
に
な
り
ま
す
。

　
公
共
交
通
は
、
子
ど
も
や
高

齢
者
な
ど
交
通
手
段
を
持
た
な

い
方
に
と
っ
て
、
通
学
や
通
院
、

買
い
物
な
ど
、
日
常
生
活
に
な

く
て
は
な
ら
な
い
移
動
手
段
で

す
。

●
日
八
線
減
便
の
お
知
ら
せ

　
近
江
鉄
道
㈱
が
運
行
す
る
路

線
バ
ス
（
日
八
線
、
岡
屋
線
、

ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
線
）
で
は
、
深

刻
な
乗
務
員
不
足
に
伴
い
、
運

行
本
数
の
減
便
が
行
な
わ
れ
ま

す
。

　
平
成
30
年
10
月
1
日
以
降
の

運
行
に
つ
い
て
は
、
土
日
祝
ダ

イ
ヤ
の
う
ち
、
北
畑
口
行
き
が

2
便
減
便
、
日
野
駅
行
き
が
1

便
減
便
、
北
畑
口
行
き
が
日
野

駅
停
ま
り
に
変
更
（
1
便
）
さ

れ
ま
す
。

　
詳
細
な
運
行
時
刻
等
に
つ
い

て
は
、
9
月
中
旬
ご
ろ
に
近
江

鉄
道
㈱
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
お
よ

び
各
停
留
所
の
時
刻
表
に
て
発

表
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　
利
用
さ
れ
る
皆
さ
ま
に
は
、

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、

ご
理
解
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

●
町
営
路
線
バ
ス
の
状
況

　
町
内
を
運
行
し
て
い
る
町
営

路
線
バ
ス
の
利
用
者
数
は
、年
々

減
少
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
運

行
に
か
か
る
費
用
は
、
運
賃
収

入
の
減
少
に
と
も
な
っ
て
、徐
々

に
増
加
し
て
い
ま
す
。

●
厳
し
い
運
営
状
況

　
町
営
路
線
バ
ス
は
、
現
在
5

台
の
バ
ス
を
最
大
限
に
活
用
し
、

学
童
の
登
下
校
や
高
齢
者
の
通

院
や
買
い
物
な
ど
地
域
住
民
の

生
活
に
不
可
欠
な
交
通
手
段
と

し
て
、
限
ら
れ
た
バ
ス
と
運
転

手
の
中
で
、
で
き
る
だ
け
利
用

者
ニ
ー
ズ
に
お
応
え
し
、
利
便

性
の
向
上
に
努
め
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。

　
し
か
し
、
運
行
を
維
持
す
る

た
め
に
多
額
の
費
用
が
必
要
と

な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
運
転
手

不
足
が
深
刻
な
状
況
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
現
運
行
の
維
持
が
厳

し
い
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
町
営
バ
ス
の
運
行
維
持
の
た

め
、
皆
さ
ま
の
積
極
的
な
ご
利

用
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
バ
ス
の
運
転
手
が

　
　
　不
足
し
て
い
ま
す

　
近
江
鉄
道
㈱
で
は
、
運
転
手

が
大
幅
に
不
足
し
、
こ
の
ま
ま

で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
や

路
線
バ
ス
の
維
持
が
困
難
な
状

況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
運
転
手
と
し
て
地
域
に
貢
献

し
て
い
た
だ
け
る
方
や
ご
興
味

の
あ
る
方
は
、
ぜ
ひ
、
近
江
鉄

道
㈱
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

◆問い合わせ先　企画振興課　企画人権担当　　　　☎0748－52－6552　
　　　　　　　　近江鉄道株式会社　人事採用担当　☎0749－22－3368

運行補助費の推移
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※バスの事業年度は、10月から翌年9月まで
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近江鉄道線の存続等について検討会が始まりました
　鉄道においても昭和40年代には年間1,000万人を超える利用が
ありましたが、利用者が減少し、近年、路線の維持が厳しい状況です。
　存続に向け、県や沿線自治体では、自治体が中心となって交通計
画を策定する「地域公共交通活性化再生法」を適用する方向で協議
を進めています。
　当町を含めた沿線市町５市５町（彦根市、近江八幡市、甲賀市、
東近江市、米原市、日野町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町）と県で、
鉄道の存続のあり方とともに、利用者の増加、利便性の向上につい
て検討していきます。
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交
通
事
故
な
ど
、他
人
の
行
為
に
よ
り
治
療

を
受
け
た
場
合
は
…

○
医
療
費
は
加
害
者
が
負
担
し
ま
す

　

交
通
事
故
な
ど
、
他
人
の
行
為
が
原
因

で
ケ
ガ
を
し
た
場
合
や
病
気
に
な
っ
た
場

合
で
も
、
国
民
健
康
保
険（
国
保
）
で
医
療

機
関
に
受
診
で
き
ま
す
。

　

医
療
費
は
、
過
失
に
応
じ
て
加
害
者
が

負
担
す
る
の
が
原
則
で
す
が
、
国
保
が
一

時
的
に
立
て
替
え
て
支
払
い
、
後
で
そ
の

医
療
費
を
被
害
者
に
代
わ
っ
て
加
害
者
に

請
求
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

○
届
け
出
を
お
願
い
し
ま
す

①
警
察
に
届
け
出
ま
す

　

交
通
事
故
に
あ
っ
た
ら
、
す
み
や
か
に

警
察
に
届
け
出
て
、「
交
通
事
故
証
明
書
」

を
も
ら
い
ま
す
。

②
役
場
に
届
け
出
ま
す

　

役
場
の
国
保
の
窓
口（
住
民
課
保
険
年

金
担
当
）
へ
も
届
け
出
て
、「
第
三
者
行

為
に
よ
る
傷
病
届
」
を
提
出
し
ま
す
。

○
届
け
出
に
必
要
な
書
類

・
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
届
お
よ
び
そ

の
他
必
要
な
書
類（
用
紙
は
役
場
住
民
課

に
あ
り
ま
す
）

・
交
通
事
故
証
明
書（
所
定
の
申
請
用
紙

は
警
察
署
、
交
番
、
役
場
住
民
課
に
あ

り
ま
す
）

・
国
民
健
康
保
険
証

・
印
鑑（
ス
タ
ン
プ
式
以
外
の
も
の
）

・
事
故
の
被
害
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

・
届
出
者
の
身
分
証
明
書

※
必
要
な
書
類
が
そ
ろ
わ
な
く
て
も
、
ま

ず
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
示
談
の
前
に
必
ず
相
談
を

　

国
保
に
届
け
出
る
前
に
、
加
害
者
か
ら

治
療
費
を
受
け
取
っ
た
り
、
示
談
を
済
ま

せ
た
り
す
る
と
、
後
で
国
保
か
ら
加
害
者

に
費
用
の
請
求
が
で
き
な
く
な
る
場
合
や

給
付
を
返
納
し
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
必
ず
示
談
の
前
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険

み
ん
な
で
支
え
あ
う

◆
問
い
合
わ
せ
先　
住
民
課　
保
険
年
金
担
当　
☎
0
7
4
8

−

5
2

−

6
5
8
4

国
民
年
金
保
険
料
の
一
部
免
除
の

承
認
を
受
け
ら
れ
た
方
へ

保
険
料
の
納
付
が
必
要
で
す

　
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請
を
さ
れ
た

方
の
う
ち
、
全
額
免
除
に
該
当
せ
ず
、
一
部

免
除（
４
分
の
３
免
除
・
半
額
免
除
・
４
分

の
１
免
除
）
が
承
認
さ
れ
た
方
は
、
免
除
に

該
当
し
な
か
っ
た
部
分
の
保
険
料
を
納
付
さ

れ
な
い
と
未
納
期
間
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と

に
な
り
、
将
来
支
給
さ
れ
る
老
齢
基
礎
年
金

を
受
給
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
に
計
算
さ

れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
未
納
期
間
が
あ
る
と
ケ
ガ
や
病
気

で
「
万
が
一
」
の
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
障
害

基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
を
受
給
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
納
期
限
か
ら
２
年
が

経
過
す
る
と
時
効
に
よ
り
納
め
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
納
付
書
が
お
手
元
に
な
い
方
は
、
草
津
年

金
事
務
所
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

『
扶
養
親
族
等
申
告
書
』は
期
限

ま
で
に
提
出
し
ま
し
ょ
う

　

老
齢
や
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
年

金
は
、
雑
所
得
と
し
て
所
得
税
の
課
税

対
象
と
さ
れ
て
い
ま
す(

障
害
年
金
や
遺

族
年
金
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
）。

　
課
税
対
象
者
と
な
る
受
給
者
の
方（
64

歳
以
下
の
方
は
１
０
８
万
円
、
65
歳
以

上
の
方
は
１
５
８
万
円
以
上
）
に
は
、
日

本
年
金
機
構
か
ら
「
扶
養
親
族
等
申
告

書
」
が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
提
出
期

限
ま
で
に
日
本
年
金
機
構
へ
提
出
し
て

下
さ
い
。
こ
の
申
告
に
よ
り
、
翌
年
中

に
受
け
ら
れ
る
年
金
に
か
か
る
所
得
税

の
源
泉
徴
収
税
額
が
決
定
さ
れ
ま
す
。

提
出
を
忘
れ
る
と
各
種
控
除
が
受
け
ら

れ
ず
、
所
得
税
の
源
泉
徴
収
税
額
が
多

く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意

下
さ
い
。

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

◆
問
い
合
わ
せ
先

　
○
一
部
免
除
に
つ
い
て

　
　
草
津
年
金
事
務
所  

国
民
年
金
課

　
　
☎
０
７
７

−

５
６
７

−

２
２
２
０

　
○
扶
養
親
族
申
告
書
に
つ
い
て

　
　
草
津
年
金
事
務
所  

お
客
様
相
談
室

　
　
☎
０
７
７

−

５
６
７

−

1
3
1
1

　
○
住
民
課  

保
険
年
金
担
当

　
　
☎
0
7
4
8

−

５
２

−

６
５
８
４

免除区分 保険料額
（平成30年度）

3 ／ 4
免除 月額 4,090円

半額
免除 月額 8,170円

1 ／ 4
免除 月額 12,260円

※  平成30年度国民年金保険料は月額
16,340円です。

※  月額の計算は、10円未満切り上げです。
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